
無料相談の窓口一覧

　特別徴収は、事業主が毎月の給与から個人住民税(個
人市民税・県民税・森林環境税)を６月から翌年５月ま
での年12回に分けて徴収し、従業員に代わって納付す
る制度です。
事業主の皆さんへ
　令和６年中(令和６年１月１日～12月31日)の所得に
対する個人住民税の年税額について、５月15日付で各
事業主宛てに特別徴収税額の決定通知書を書面または電
子データで通知します。通知書には、６月以降に従業員
の給与から徴収する税額と、その合計額などが記載して
あります。納税義務者(従業員)用の通知書は、開封せず
に従業員に配布してください。
　なお、退職などの異動があり、特別徴収できなくなっ
た従業員がいる場合、同封の冊子「市民税・県民税・森
林環境税 特別徴収のご案内」の中の「給与支払報告・
特別徴収に係る給与所得者異動届出書」に必要事項を記
入して市民税課へ提出してください。届出書は市ホーム
ページからもダウンロードできます。

個人住民税の給与からの
特別徴収について

　法的な困りごとや、人権、交通事故、犯罪被害など、
各分野の無料相談窓口と毎月の相談日を市ホームページ
でご案内しています。
無料相談窓口(一部抜粋)

市民税課　　229ー3130　　229ー3331

地域連携課 　　229ー3105　　229ー3366

内　容 相談日 問い合わせ
津市消費生活セン
ター
　229－3313

男女共同参画のため
の法律相談（要予約）

第２木曜日10時～
12時、13時～15時

男女共同参画室
　229－3103

消費生活相談 平日９時～12時、
13時～16時

カウンセラー相談
(予約優先)

第１～４火曜日13
時～18時、第３金
曜日17時～19時

女性相談室
　229－3400

市民交流課
　229－3146

商業振興労政課
　229－3114

第２金曜日、第４水
曜日18時～20時

平日８時30分～17
時15分

産業カウンセラーに
よるメンタルヘルス
相談（要予約）

外国人住民向けの
相談

女性相談 平日９時～17時

■納期限は６月２日(月)
　軽自動車税種別割納税通知書を５月１日(木)に発送し
ます。軽自動車税種別割は、毎年４月１日時点の車両所
有者に年額がかかります。４月２日以降に廃車や名義変
更を行っても、納税通知書は４月１日時点の所有者に送
付されます。
■車検用納税証明書について
　軽JNKSの導入に伴い、車検(継続検査)時の車検用納税
証明書の提示が原則不要となりました。なお、今年度か
ら小型二輪も不要です。
紙の車検用納税証明書が必要になる場合
・車両の前所有者に未納がある場合
・軽自動車税種別割の納付後２週間程度
・口座振替の直後(６月10日(火)頃まで)　※口座振替後
の車検用納税証明書の送付は廃止
・他市町村に引っ越した年度
・軽自動車を購入した年度
納税証明書について　収税課　　229－3135

軽自動車税種別割
納税通知書を発送します
市民税課 　　229ー3129　　229ー3331

市民人権講座の
受講生を募集

ところ　津リージョンプラザ第２会議室
申し込み　はがき、またはファクス、Ｅメールで受講希
望日、住所、氏名、電話番号を人権課(〒514－8611 
住所不要、　229－3165@city.tsu.lg.jp)へ 
締め切り　５月23日(金)必着

人権課 　　229ー3165　　229ー3366

内容・講師 と　き 定員（先着）

「そっとやさしく」
長島りょうがんさん（みえ生
涯学習ネットワーク委員長）

６月３日(火)
18時～19時10分

「もう一度、考えてみません
か？インターネットのこと」
中村尚生さん（反差別・人権
研究所みえ調査・研究員）

６月10日(火)
18時～19時

各35人

16令和７年５月号


